
研修名 対象者 日程 目的

新規採用職員
前期課程

新規採用職員（前年度後期課
程終了後に採用された者を含
む）

①　４月　５日～　８日
②　４月１２日～１５日

新規採用職員として職務上必要な基礎知識や
技法を習得するとともに、社会人としてのマ
ナーを身につける。

新規採用職員
後期課程

新規採用職員（採用後１年以
内の者）

①１０月　４日～　７日
②１０月１１日～１４日
③１０月１８日～２１日

基礎知識や実務能力をさらに深めるととも
に、住民サービスの担い手として必要な意識
を養う。

若手職員課程
採用２年目以上７年目までの
職員

①　５月２４日～２６日
②　６月　７日～　９日
③　７月１３日～１５日
④１２月　６日～　８日

若手職員として施策を推進するために必要と
なる基礎的な職務遂行能力の向上を図るとと
もに、柔軟な発想で問題を発見し、その改善
策を提案できる手法について学ぶ。

中堅職員Ⅰ部課程
採用６年目以上９年目までの
職員

①　６月２９日～３０日
②　８月１６日～１７日
③１２月２０日～２１日

中堅職員として必要な論理的思考能力、問題
発見能力、問題解決能力の向上を図る。

中堅職員Ⅱ部課程
（政策法務コース）

採用１０年目以上係長級昇任
前までの職員

①　６月１６日～１７日
②１１月２４日～２５日

係長級昇任前職員として必要な業務改善能力
や政策法務能力の向上を図る。

中堅職員Ⅱ部課程
（企画力コース）

採用１０年目以上係長級昇任
前までの職員

①　８月　４日～　５日
②１２月１５日～１６日

係長級昇任前職員として必要な業務改善能力
や政策企画能力の向上を図る。

係長級課程
係長級昇任後３年以内の
職員

①　６月　１日～　２日
②　９月１５日～１６日
③１１月２１日～２２日
④　１月１１日～１２日

係長級職員として必要な仕事と人のマネジメ
ント能力の向上を図る。

課長補佐級課程

課長補佐級昇任後3年以内の
職員（課長補佐級の職を設置
していない自治体においては
これに相当すると認める者）

①　７月１１日～１２日
②　８月　１日～　２日
③１１月１４日～１５日

課長補佐として必要な職場全体の調整能力や
上司のサポート能力の向上を図る。

課長級課程
課長級昇任後3年以内の
職員

①　９月２０日～２１日
②１１月　７日～　８日
③１１月２８日～２９日

部下を持ち組織の統括責任者である課長級職
員に今後必要とされる、業務マネジメント、
部下の人事評価と能力開発、事業スクラップ
等の見識・技能を実践を通じて高める。
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